
 

 

 

 

 

 

 

 

 

車上
ねらい

部品
ねらい

自転車盗 タイヤ盗 侵入窃盗 侵入強盗
子ども被害
犯罪

女性被害
犯罪

特殊詐欺 総　数

２年 15 4 13 0 17 0 8 22 4 83

元年 12 9 37 2 24 0 1 1 2 88

増減 3 -5 -24 -2 -7 ±0 7 21 2 -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活安全情報北広島 NO.13 

          北 広 島 市 
令和 3 年５月 1 日発行 

北広島市内の「空き巣」等の刑法犯罪発生件数は、昨年末現在 162 件で、前年と比べて 74 件減少しています。 

また、地域住民が身近に不安を感じる道警察重点犯罪発生件数についても、下表のとおり 5 件減少していますが、

「自転車盗」、空き巣などの「侵入窃盗」などが減少しましたが、「女性被害の犯罪」が大きく増加しています。 

侵入窃盗は、玄関や窓などの無締りで被害にあうことが多いので、次のことに注意して被害防止に努めましょう。 

◇ 外出時は、玄関や窓などを確実に施錠しましょう。 

◇ CP 錠（高い防犯性能基準を満たした錠）や防犯フィルムを活用しましょう。 

◇ 警報装置、防犯カメラなどの防犯機器を設置しましょう。 

● 子ども 被害犯罪 ～ 子ども(13 歳未満)の生命・身体を害する犯罪(殺人・強盗・暴行・傷害等) 

● 女 性 被害犯罪 ～ 13 歳以上の女性に対する性犯罪（強制性交等罪・強制わいせつ） 

 

 

道 警 察 重 点 犯 罪        【情報提供 厚別警察署】 

北海道警察の発表では、道内における令和 2 年中の特殊詐欺発生件数は 183 件、被害総額約 4 億 9

千万円で、前年と比較すると件数は 23 件増加、被害額は 7,600 万円増加しました。手口では、キャ

ッシュカードや通帳を騙し取る「預貯金詐欺」、隙をみてキャッシュカードをすり替える「キャッシュカ

ード詐欺盗」が新たに追加されています。 

 北広島市内においては、特殊詐欺は 4 件発生しており、うち 3 件は 10 月に発生し、高齢者の方が

キャッシュカードを騙し取られ、計 820 万円を引き出されました。 

キャッシュカードをだまし取られる特殊詐欺多発!! 

被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
に 

キャッシュカードを「渡さない」 
暗証番号を「教えない」 

被害にあわないための 

合言葉 

○キャッシュカードを「渡さない」、暗証番号を「教えない」 
ようにしましょう。 

○電話防犯機器が有効です。 

○留守番電話を活用しましょう。 

○お金を「送る・手渡す・振り込む」前に相談しましょう。 

○詐欺の手口に関心を持ちしましょう。 

「還付金がある」

との電話 

（金融機関職員） 

「令和になったの

で、カードを取り

換えなくてはなら

ない」（郵便局職員） 

「口座から不正に現

金をおろされた」「カ

ードを新しくする必

要がある」（警察官） 

犯人 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

  

 
 

車上ねらいに注意！ 

ポ
イ
ン
ト 

被
害
防
止 

女性被害の犯罪に注意！ 

子ども被害の犯罪に注意！ 

車上ねらいは、施錠中の被害が６割を占め、駐車場・住宅敷地における被害

が７割を占めます。現金以外にも、バッグ・財布、クレジット・キャッシュカ

ードなどの被害が多くなっています。(北海道警察のホームページから) 

 

です。 
○ 車内にバッグなどを置いたままにしないようにし

ましょう。 

○ 明るくて管理された駐車場を利用しましょう。 

○ 車両は車庫などに入れ、出入口を施錠しましょう。 

○ 警報装置、防犯カメラ、センサーライト、ドライブ

レコーダーなどの防犯機器を活用しましょう。 

○ 夜間の一人歩きは極力避け、人通りの多い明るい道を 

通りましょう。 

○ イヤホンで音楽を聴きながら、スマートフォンを操作 

しながらなどの「ながら歩き」はやめましょう。 

○ 防犯ブザーなどの防犯グッツを携帯しましょう。 

○ 玄関に入り施錠するまで、周囲に十分警戒しましょう。 

○ 子ども達に、合い言葉「いかのおすし」を教え、 
できるように練習しましょう。 
 「いか」～知らない人に、ついていかない 
 「の」 ～知らない人の車にのらない 
 「お」 ～「たすけてー!」と、おおごえをだす 
 「す」 ～すぐにげる 
 「し」 ～どんなひとがなにをしたのかを、家の人にしらせる 

○ 周囲の大人は、子ども達が危険な目に合わないよう、日ごろから目配りや気配り
をしましょう。 

子どもへの声かけ、つきまとい、体への接触、盗撮、身体露出（公然わいせつ）

などは子どもを対象とした犯罪につながるおそれがあります。犯罪から子ども達

を守るために、次のことに注意しましょう。 

ポ
イ
ン
ト 

被
害
防
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ポ
イ
ン
ト 

被
害
防
止 

一人歩きの女性が狙われる犯罪が増加しており、特に帰宅時間帯に路上で発生する傾向に

あり、夏場の夜間は特に注意しましょう。（北海道警察のホームページから） 

いかのおすし 


